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で読ませていただいた。この大きな感動は筆苦に尽し難いものがある。

大阪という一地方で芽をふいた土地家屋調査士の業務の在 り方を問う本書の初

版は、その改訂版において日調連という土壌で我々土地家屋調査士にとつての必

読のバイブルとなり、利用者にとっての格好のガイ ドブックとなる大木に成長し

た。関係していただいた諸先生方に心から感謝申し上げるとともに、本書を手に

される諸兄に対し、誇りと自信をもって提供させていただきたい。

平成 21年 10月

日本土地家屋調査士会連合会研究所

井畑 正敏
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